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曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

は
じ
め
に

　
『
婦
女
鑑
』
は
明
治
天
皇
の
皇
后
美
子
の
命
に
よ
り
、
明
治
二
十
年
七
月
に

刊
行
さ
れ
た
女
子
用
修
身
書
で
あ
る
（
図
１
）
（
１
）。

明
治
天
皇
の
命
に
よ
り
、
明

治
十
五
年
十
二
月
か
ら
翌
明
治

十
六
年
一
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
『
幼
学
綱
要
』（２
）と
対
を
な
す
修

身
書
で
、
婦
女
子
の
徳
性
を
養
い

育
て
る
こ
と
を
目
的
に
編
修
さ
れ

た（３
）。
そ
の
編
修
に
は
宮
内
省
文
学

御
用
掛
で
あ
っ
た
西
村
茂
樹
（
編

纂
）、
山
田
安
栄
（
校
勘
）、
加
部

厳
夫
（
修
文
）
の
三
人
が
た
ず
さ

わ
っ
た
。
当
書
は
六
巻
六
冊
の
木

版
本
で
、
女
性
に
ま
つ
わ
る
百
二
十
の
訓
話
（
日
本
の
訓
話
三
十
四
、
中
国
の

訓
話
三
十
三
、
西
洋
の
訓
話
五
十
三
）
か
ら
な
り
、
そ
の
四
割
あ
ま
り
に
挿
画

が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

挿
画
は
全
部
で
五
十
図
あ
り
（
日
本
の
訓
話
十
四
図
、
中
国
の
訓
話
十
四

図
、
西
洋
の
訓
話
二
十
二
図
）、
和
漢
に
ま
つ
わ
る
話
の
図
は
松
本
楓
湖
が
制

作
し
た
。
西
洋
に
ま
つ
わ
る
話
の
図
全
二
十
二
図
に
は
、「
曾
山
幸
彦
原
圖
楓

湖
摹
」（
図
２
）
（
４
）
の
印
章
が
付
さ
れ
て
お
り
、
曽
山
幸
彦
が
描
い
た
原
図
を
松

本
楓
湖
が
写
し
、
そ
れ
を
版
本
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
婦
女
鑑
』
に
関
す
る

研
究
は
す
で
に
着
手
さ
れ

て
い
る
が
、
西
洋
訓
話
挿

画
の
制
作
依
頼
過
程
、
画

作
者
の
選
定
な
ど
に
関
す

る
具
体
的
な
追
究
は
ま
だ

試
み
ら
れ
て
い
な
い
（
５
）。
本

曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

杉　

江　

京　

子

図１　『婦女鑑』

図２　印章
「曾山幸彦原圖楓湖摹」
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四

稿
で
は
、『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

上
』
（
６
）

及
び
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図

及
草
案
図　

下
』
（
７
）等

の
資
料
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
西
洋
訓
話
挿
画
の
成
立

事
情
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

　

ま
た
、
本
調
査
を
と
お
し
て
、
浅
井
忠
も
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
の

原
図
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
は
不
採
用
と
な
っ
た
が
、
今

ま
で
提
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
作
例
な
の
で
提
示
す
る
。

西
洋
訓
話
挿
画
と
工
部
大
学
校

　

参
照
す
る
資
料
は
三
点
あ
る
。『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

上
』
は
折

本
で
、『
婦
女
鑑
』
西
洋
訓
話
挿
画
と
し
て
採
用
さ
れ
た
原
図
二
十
二
図
（
ど

れ
も
縦
18
㎝
前
後
、
横
26
㎝
前
後
）
が
綴
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
曽
山
幸
彦
に
よ
っ
て
描
か
れ

た
。
内
訳
は
「S　

Soyam
a

」（
図
３
）
の
サ
イ

ン
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
七
図
、「Soyam

a

」
の

サ
イ
ン
は
五
図
、
サ
イ
ン
の
付
さ
れ
て
い
な
い
も

の
十
図
で
あ
る
。
曽
山
幸
彦
に
つ
い
て
は
「
そ

や
ま
ゆ
き
ひ
こ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

「S　

Soyam
a

」
の
サ
イ
ン
か
ら
判
断
す
れ
ば
「
そ

や
ま
さ
ち
ひ
こ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

下
』
は
折
本

で
、
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
西
洋
訓
話
挿

画
の
原
図
十
図
（
ど
れ
も
縦
18
㎝
前
後
、
横
24
㎝
前
後
）
と
、
狩
野
良
信
が
描

い
た
十
一
図
（
浅
井
の
原
図
に
基
づ
い
た
版
下
用
の
絵
が
十
図
、
曽
山
の
原
図

に
基
づ
い
た
版
下
用
の
絵
が
一
図
）、
作
者
不
明
の
二
図
、
計
二
十
三
図
が
綴

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
不
採
用
と
な
っ
た
図
で
あ
る
た
め
、『
婦
女
鑑
』

の
挿
画
の
考
察
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
き
た
。

　
『
婦
女
鑑
・
明
治
孝
節
録
出
版
録
』（８
）は

、
明
治
二
十
年
か
ら
四
十
四
年
ま
で

の
『
婦
女
鑑
』
と
『
明
治
孝
節
録
』
に
か
か
わ
る
文
書
資
料
で
あ
る
が
、『
明

治
孝
節
録
』
に
関
す
る
記
載
は
少
な
く
、
大
半
は
『
婦
女
鑑
』
に
ま
つ
わ
る
事

項
の
記
載
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
大
臣
、
次
官
等
の
署
名
や
印
章
が
付
さ
れ
た
決

裁
書
の
ほ
か
に
メ
モ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
メ
モ
の
中
に
「
婦
女
鑑
編
修
日
記
」

（
以
後
「
編
修
日
記
」
と
記
す
）
（
９
）

が
あ
り
、
こ
の
日
記
は
挿
画
成
立
の
経
緯
を

記
載
し
た
貴
重
な
文
書
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
編
修
日
記
」
の
記
録
を
た
ど
る
と
、
明
治
十
四
年
四
月
四
日
に
「
女
訓
ノ

書
九
部
修
史
舘
ヨ
リ
借
用
」
と
あ
り
、
こ
の
辺
か
ら
『
婦
女
鑑
』
を
作
成
す
る

た
め
の
準
備
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
挿
画
に
つ
い
て
は
遅
れ
る
こ
と
約

一
年
八
カ
月
、「
挿
画
ノ
事
出
板
ノ
事
等
取
扱
向
キ
侍
講
ヨ
リ
再
達　

山
田
ヘ
」

（
明
治
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
）
と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。「
侍
講
」
は
、

当
時
一
等
侍
講
で
あ
っ
た
元
田
永
孚
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
₁₀
（

。「
山
田
」
は
当
時
宮

内
省
七
等
属
、
内
事
課
の
山
田
安
栄
で
、
こ
の
「
編
修
日
記
」
を
記
し
た
人
物

と
考
え
ら
れ
る
）
₁₁
（

。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
挿
画
に
つ
い
て
の
記
事
は
と
ぎ
れ
る
。
再
び

以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
た
の
は
明
治
十
八
年
十
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。

図３　曽山幸彦　原図のサイン「S　Soyama」
『婦女鑑』三巻：題目「貧老嫗儲金を人に恵む」



曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

一
五
五

「
婦
女
鑑
洋
画
工
部
大
学
校
写　

西
村
殿
ヨ
リ
受
取　

彫
刻
草
子
担
任
ノ
コ

ト　

山
田
ヘ
命
ア
リ
」（
明
治
十
八
年
十
月
二
十
日
「
編
修
日
記
」）。

　

山
田
安
栄
は
工
部
大
学
校
が
用
意
し
た
『
婦
女
鑑
』
の
洋
画
挿
絵
を
西
村
茂

樹
か
ら
受
け
取
り
、
そ
の
版
刻
業
務
と
『
婦
女
鑑
』
出
版
の
担
当
者
と
な
る
こ

と
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
ろ
う
。「
編
集
日
記
」
に
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
が
、「
婦
女
鑑
洋
画
」
は
そ
の
日
よ
り
も
前
に
発
注
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
、
そ
れ
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
十
月
二
十
日
に
受
け
取
っ
た
の
だ
と
想
定
さ

れ
る
。

　

そ
し
て
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

下
』
に
は
、
同
日
付
で
鉛
筆
画
四

枚
、
石
版
画
六
枚
を
「
西
村
氏
」
か
ら
受
け
取
っ
た
と
い
う
メ
モ
と
共
に
、
同

じ
図
柄
の
二
枚
の
洋
画
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
る
。
メ
モ
の
記
述
内
容
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

「
十
八
年
十
月
廿
日　

西
村
氏
ヨ
リ
落
手
／
鉛
筆
画
四
枚　

内
フ
ア
ー
ジ
ナ

ン
ト
ー
図
一
枚
上
木
／
石
板
画
六
枚
」（
以
上
は
墨
書
で
あ
る
が
「
内
フ

ア
ー
ジ
ナ
ン
ト
ー
図
一
枚
上
木
」
の
下
に
鉛
筆
で
「
第
七
」、「
石
板
画
２
」

の
記
載
が
確
認
さ
れ
る
）。

　

こ
の
メ
モ
を
残
し
た
人
物
は
、
そ
の
筆
跡
か
ら
も
山
田
安
栄
で
間
違
い
な
い

と
思
う
。
山
田
安
栄
は
、「
十
八
年
十
月
二
十
日
」
に
鉛
筆
画
四
枚
と
石
版
画

六
枚
、
計
十
枚
を
西
村
茂
樹
か
ら
受
取
っ
た
。

　

二
カ
所
の
同
日
の
記
載
を
一
つ
に
ま
と
め
る
と
、『
婦
女
鑑
』
の
担
当
官
に

指
名
さ
れ
た
山
田
安
栄
は
、
工
部
大
学
校
が
作
成
し
た
『
婦
女
鑑
』
西
洋
訓
話

挿
画
に
か
か
わ
る
鉛
筆
画
四
枚
と
石
版
画
六
枚
、
合
わ
せ
て
十
枚
を
西
村
茂
樹

か
ら
受
け
取
り
、
鉛
筆
画
四
枚

の
う
ち
「
フ
ア
ー
ジ
ナ
ン
ト
ー

図
一
枚
」
は
版
木
に
お
こ
す
こ

と
に
し
た
、
と
い
う
内
容
に
な

る
。「
フ
ア
ー
ジ
ナ
ン
ト
ー
図
」

を
含
め
、
工
部
大
学
校
か
ら
受

け
取
っ
た
鉛
筆
画
・
石
版
画
の

図
柄
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
婦
女
鑑
挿

画
原
図
及
草
案
図　

下
』
に
み

ら
れ
る
十
月
二
十
日
の
張
込
メ

モ
の
左
頁
（
図
４
）
と
次
の
頁

（
図
５
）
に
、
槍
で
戦
う
二
人

物
の
同
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
た
ぶ
ん
、
こ
の
二
点
は

工
部
大
学
校
か
ら
受
け
取
っ
た

作
例
と
推
測
さ
れ
る
。
図
４
も

図
５
も
石
版
画
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
画
作
者
は
お
そ
ら
く

曽
山
幸
彦
で
あ
ろ
う
。

　

図
５
に
は
、「
ア
グ
ネ
ス
ホ

図４　作者不明
『婦女鑑挿画原図及草案図　下』

図５　作者不明
『婦女鑑挿画原図及草案図　下』
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ト
ツ
ト
父
に
代
て
敵
と
闘
ふ
図
」
と
画
題
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
西

洋
列
女
伝
』
に
載
る
訓
話
に
基
づ
く
図
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
₁₂
（

。
土
地
所
有
権
を

決
め
る
た
め
に
武
を
競
う
こ
と
に
な
っ
た
父
親
が
急
な
病
で
倒
れ
た
。
父
親
の

名
誉
と
土
地
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
娘
の
ア
グ
ネ
ス
・
ホ
ト
ッ
ト
は
甲
冑
を

身
に
付
け
、
馬
に
ま
た
が
り
敵
と
闘
い
勝
利
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
図
４

と
図
５
は
そ
の
闘
い
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
孝
行
娘
の
話
は
、『
婦

女
鑑
』
に
は
う
っ
て
つ
け
の
題
材
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
刊
行
さ
れ
た
『
婦
女

鑑
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。『
幼
学
綱
要
』
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
当

初
に
は
掲
載
候
補
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
訓
話
が
、
最
終
的
に
は
省
か
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
例
と
同
様
、
こ
の
訓
話
は
採
用
取
り
消
し

と
な
り
、
当
然
そ
の
挿
絵
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

　

山
田
安
栄
が
「
婦
女
鑑
洋
画
工
部
大
学
校
写
」
を
受
け
取
っ
た
そ
の
一
週
間

後
に
、
西
洋
訓
話
に
関
す
る
挿
画
の
制
作
が
工
部
大
学
校
に
委
任
さ
れ
、
和
漢

訓
話
の
図
の
そ
れ
は
松
本
楓
湖
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
婦
女
鑑
六
冊
西
村
殿
ヨ
リ
受
取　

洋
画
ハ
工
部
大
学
校
ヘ
委
任
シ　

和
漢

ノ
画
ハ
松
本
楓
湖
ヘ
被
命
旨
口
達
」（
明
治
十
八
年
十
月
二
十
七
日
「
編
修

日
記
」）。

　

さ
ら
に
そ
の
二
日
後
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
工
部
大
学
校
長
竹
田
春
風
ヘ
面
会　

挿
画
ノ
コ
ト
引
合
ス　

木
版
下
ニ
写

ス
コ
ト　

代
料
ノ
コ
ト　

成
業
期
限
ノ
コ
ト　

事
実
選
択
ハ
画
手
ノ
意
ニ
任

ス
コ
ト　

毎
回
草
稿
検
査
ノ
コ
ト
」（
明
治
十
八
年
十
月
二
十
九
日
「
編
修

日
記
」）。

　

十
月
二
十
日
に
鉛
筆
画
四
枚
・
石
版
画
六
枚
を
受
け
取
り
、
鉛
筆
画
の
一
枚

を
版
木
に
仕
立
て
（
当
然
木
版
画
も
摺
っ
た
）
つ
つ
、
山
田
安
永
が
中
心
と

な
っ
て
検
討
し
た
重
要
事
項
の
第
一
は
、
西
洋
訓
話
の
図
を
工
部
大
学
校
に
ま

か
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
そ
の
挿
絵
図
版
に
石
版
を
用
い

る
か
、
木
版
を
用
い
る
か
が
検
討
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
結
果
、
挿
絵
の

原
図
は
工
部
大
学
校
に
作
成
を
依
頼
す
る
が
、『
婦
女
鑑
』
に
は
そ
れ
を
木
版

画
に
し
た
も
の
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
決
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
以
上

の
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
婦
女
鑑
』
の
凡
例
に
書
か
れ
て

い
る
以
下
の
文
言
も
、
こ
の
解
釈
を
支
持
し
よ
う
。

「
巻
中
挿
ム
所
ノ
洋
図
原
本　

欧
法
鉛
筆
ヲ
以
テ
濃
淡
精
描
ス　

而
テ
刻
刀

墨
刷　

和
工
未
ダ
精
好
ナ
ラ
ズ　

已
ム
コ
ト
無
ク
シ
テ　

而
テ
和
法
ヲ
以
テ

複
写
雕
鏤
ス
」）₁₃
（

。

　

な
お
十
月
二
十
九
日
の
記
述
に
あ
る
「
代
料
」
は
制
作
代
価
、「
成
業
期
限
」

は
制
作
期
限
で
あ
る
。「
事
実
選
択
ハ
画
手
ノ
意
ニ
任
ス
コ
ト
」
と
い
う
の
は
、

お
そ
ら
く
ど
の
話
に
挿
絵
を
付
す
る
か
は
画
家
に
ま
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。「
毎
回
草
稿
検
査
ノ
コ
ト
」
は
、
原
図
が
提
出
さ
れ
る
ご
と
に
そ
の
図

で
良
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
画
ノ
罫
工
部
竹
田
ヘ

廻
ス
」（
明
治
十
八
年
十
月
三
十
一
日
「
編
修
日
記
」）
と
い
う
記
述
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
挿
絵
の
サ
イ
ズ
の
基
準
と
な
る
外
枠
見
本
の
よ
う
な
も
の
を
、
工

部
大
学
校
の
竹
田
春
風
に
送
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

工
部
大
学
校
な
ら
び
に
竹
田
春
風
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

　

明
治
三
年
十
月
に
工
部
省
が
設
置
、
四
年
四
月
に
工
学
寮
の
設
立
が
建
言
さ



曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

一
五
七

れ
六
年
に
開
校
、
工
学
寮
は
十
年
一
月
に
工
部
大
学
校
と
改
称
。
工
部
美
術
学

校
は
工
学
寮
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
前
年
の
九
年
十
一
月
に
開
設
、
十
六
年

一
月
に
廃
校
。
十
八
年
十
二
月
に
工
部
省
が
廃
止
、
工
部
大
学
校
は
文
部
省
に

移
管
。
翌
明
治
十
九
年
三
月
一
日
帝
国
大
学
令
が
制
定
、
旧
東
京
大
学
と
工
部

大
学
校
の
事
業
を
継
承
す
る
新
し
い
機
関
と
し
て
の
帝
国
大
学
が
創
設
。
工
部

大
学
校
は
帝
国
大
学
の
一
分
科
大
学
、
工
科
大
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
）
₁₄
（

。

　
「
編
修
日
記
」
に
お
け
る
工
部
大
学
校
の
記
録
は
、
同
校
が
工
部
省
か
ら
文

部
省
に
移
管
さ
れ
る
直
前
の
明
治
十
八
年
十
月
二
十
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の

わ
ず
か
十
日
あ
ま
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
挿
画
制
作
に
か
か
わ
る
画

家
の
人
選
を
含
め
た
大
概
の
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
よ
う
だ
。
作
成
期
限
も
あ
る

が
、
移
管
さ
れ
る
前
に
多
く
の
こ
と
を
決
め
て
お
き
た
い
同
校
の
意
向
も
働
い

た
の
で
は
な
い
か
。

　

工
部
大
学
校
の
実
質
的
な
協
力
者
で
あ
っ
た
竹
田
春
風
に
つ
い
て
は
、
明
治

二
十
一
年
十
二
月
に
作
成
さ
れ
た
略
歴
が
残
さ
れ
て
い
る
）
₁₅
（

。
弘
化
二
年
五
月
生

の
山
口
県
士
族
で
、
明
治
三
年
二
月
民
部
省
燈
明
台
御
用
掛
、
同
年
十
二
月

工
部
省
、
六
年
七
月
工
部
少
丞
、
七
年
鉄
道
助
、
十
年
十
月
工
部
省
書
記
官
、

十
五
年
十
二
月
工
部
大
学
校
副
長
、
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
工
部
省
か
ら
文

部
省
工
部
大
学
校
（「
事
務
従
前
ノ
通
取
扱
フ
ヘ
シ
」
と
あ
る
）、
明
治
十
九
年

三
月
三
日
に
文
部
省
非
職
と
な
る
。

　

竹
田
春
風
は
工
部
省
に
長
く
勤
め
、
工
部
大
学
校
副
長
で
あ
っ
た
が
、「
長

長
ア
レ
ハ
副
長
ヲ
置
カ
ス
」、「
副
長　

副
長
ア
レ
ハ
長
ヲ
置
カ
ス
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
、
校
長
と
同
等
の
職
で
あ
っ
た
）
₁₆
（

。
同
校
が
明
治
十
九
年
三
月
一

日
に
工
科
大
学
に
な
っ
た
そ
の
二
日
後
に
、
竹
田
春
風
は
文
部
省
を
非
職
と

な
っ
た
。
な
お
、
明
治
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
工
科
大
学
学
長
に
就
任
し
た
古

市
公
威
は
、
旧
東
京
大
学
理
学
部
関
係
者
で
、
当
時
内
務
省
土
木
局
も
兼
務
し

て
い
た
）
₁₇
（

。
こ
の
名
は
、「
編
修
日
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

挿
絵
原
図
を
描
い
た
曽
山
幸
彦

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
曽
山
幸
彦
（
安
政
四
年
一
月
生
）
は
鹿
児
島
県
岩

崎
に
曽
山
芳
徳
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
曽
山
幸
彦
の
伯
父
と
も
言
わ
れ
て
い

る
高
崎
正
風
に
促
さ
れ
て
明
治
九
年
に
上
京
、
麹
町
の
某
塾
に
入
り
傍
ら
日

本
画
も
学
ん
だ
。
十
一
年
四
月
に
工
部
美
術
学
校
に
入
り
サ
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン

ニ
に
学
び
、
十
三
年
十
月
に
は
画
学
助
手
、
十
六
年
一
月
に
修
業
証
を
取
得
、

同
年
二
月
か
ら
工
部
省
御
用
掛
を
拝
命
、
工
部
大
学
校
図
画
教
場
掛
兼
博
物

掛
。
十
七
年
に
画
学
専
門
美
術
学
校
を
堀
江
正
章
ら
と
共
に
開
く
が
一
年
で
廃

校
、
自
宅
に
画
塾
を
開
き
岡
田
三
郎
助
や
和
田
英
作
等
を
育
て
る
。
二
十
年
三

月
東
京
府
工
芸
共
進
会
審
査
員
に
な
り
、
二
十
一
年
五
月
工
科
大
学
助
教
授
、

二
十
三
年
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
《
武
者
試
鵠
図
》
を
出
品
し
褒
状
受
賞
。

同
年
親
戚
で
あ
る
大
野
家
の
養
子
と
な
り
、
大
野
姓
を
名
乗
り
死
の
直
前
に
名

前
を
義
康
に
改
名
。
明
治
二
十
五
年
没
、
享
年
三
十
六
歳
（
か
ぞ
え
年
）
）
₁₈
（

。

　
『
改
正
官
員
録
』
）
₁₉
（

に
お
け
る
曽
山
幸
彦
の
肩
書
等
に
も
ふ
れ
て
お
く
。
前
述
し

た
よ
う
に
曽
山
は
、
明
治
十
六
年
二
月
に
工
部
省
御
用
掛
を
拝
命
し
た
と
あ
る
。

だ
が
、
工
部
省
「
御
用
掛
准
判
任
」
の
肩
書
が
『
改
正
官
員
録
』
に
初
め
て
記



一
五
八

さ
れ
る
の
は
同
年
六
月
の
こ
と
で
、
以
後
明
治
十
九
年
一
月
ま
で
続
く
（
御
用

掛
准
判
任
「
曽
根
幸
彦
」
の
名
は
明
治
十
六
年
四
月
と
五
月
に
あ
る
、
誤
記
さ

れ
た
も
の
か
）。
明
治
十
九
年
一
月
は
工
部
省
が
廃
止
さ
れ
文
部
省
工
部
大
学
校

に
移
管
さ
れ
た
翌
月
に
あ
た
る
が
、
曽
山
は
文
部
省
で
は
な
く
工
部
省
の
職
員

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
年
二
月
、
三
月
に
は
文
部
省
工
部
大
学

校
の
御
用
掛
准
判
任
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
移
管
措
置
と
し

て
明
治
十
九
年
三
月
ま
で
は
文
部
省
に
お
か
れ
た
工
部
大
学
校
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
四
月
以
降
、
曽
山
の
名
も
文
部
省
工
部
大
学
校
の
名
も
な
い
。

　

曽
山
の
名
は
明
治
十
九
年
四
月
か
ら
一
旦
途
切
れ
る
が
、
二
十
一
年
七
月
に

工
科
大
学
の
助
教
授
と
し
て
、
二
十
四
年
二
月
か
ら
は
曽
山
幸
彦
で
は
な
く
大

野
幸
彦
の
名
で
明
治
二
十
五
年
一
月
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
（
曽
山
が
大
野
家
の

養
子
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
三
年
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
₂₀
（

）。
同
年
二
月
は

不
明
で
あ
る
が
、
翌
三
月
に
は
大
野
幸
彦
の
名
は
も
う
な
い
。
明
治
二
十
五
年

一
月
十
日
に
死
亡
し
た
の
で
）
₂₁
（

、
同
年
一
月
の
『
改
正
官
員
録
』
に
は
載
っ
た
が

そ
の
後
は
削
除
さ
れ
た
。
現
職
の
ま
ま
死
ん
だ
よ
う
だ
。
ま
た
、
曽
山
の
月
俸

に
つ
い
て
は
明
治
十
七
年
頃
、
十
五
円
で
あ
っ
た
。
以
上
が
『
改
正
官
員
録
』

か
ら
知
れ
る
曽
山
の
履
歴
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
曽
山
に
か
か
わ
る
「
編
修
日
記
」
の
記
録
を
解

読
し
て
い
く
。
西
洋
訓
話
挿
画
が
工
部
大
学
校
へ
委
任
さ
れ
た
明
治
十
八
年

十
月
「
編
集
日
記
」
に
は
、
副
長
の
竹
田
春
風
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
画
家
の
名
の
記
載
は
な
い
。
あ
く
ま
で
委
任
は
工
部
大
学
校
に
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
描
き
手
が
誰
で
あ
る
か
は
明
示
す
る
必
要
が
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
挿
絵
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
頃
同
校
に

奉
職
し
て
い
た
曽
山
の
可
能
性
が
高
い
し
、
前
述
し
た
工
部
大
学
校
へ
依
頼
さ

れ
た
「
フ
ア
ー
ジ
ナ
ン
ト
ー
図
」
を
描
い
た
画
家
も
、
曽
山
と
み
る
の
が
順
当

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
十
八
年
か
ら
二
十
年
に
至
る
『
改
正
官
員
録
』
の

工
部
大
学
校
と
工
科
大
学
の
官
員
を
調
べ
た
が
、
曽
山
以
外
に
工
部
美
術
学
校

画
学
科
に
学
ん
だ
人
物
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
）
₂₂
（

。

　

さ
て
、「
編
修
日
記
」
に
西
洋
画
家
の
名
が
初
め
て
記
さ
れ
る
の
は
、
以
下

引
用
す
る
明
治
十
九
年
三
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
画
家
の
名
は
曽

山
幸
彦
で
あ
る
。

「
曽
山
幸
彦
ノ
件
ニ
付
文
部
省
ヘ
出
頭
　
学
務
局
員
野
呂
邦
之
助
ヘ
引
合
ス

翌
日
差
支
断
候
旨
文
部
省
ヨ
リ
本
省
ヘ
回
答
ノ
由
」。

　

恐
ら
く
は
三
月
い
っ
ぱ
い
で
文
部
省
に
仮
設
置
さ
れ
た
「
工
部
大
学
校
」
は

な
く
な
る
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
山
田
安
栄
は
曽
山
の
件
で
文
部
省
へ
出
頭

し
、
同
省
七
等
属
で
あ
っ
た
野
呂
邦
之
助
に
会
う
の
で
あ
る
）
₂₃
（

。
す
で
に
挿
絵
の

仕
事
は
開
始
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
継
続
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
が
課
題
と

な
る
。
宮
内
省
側
と
す
れ
ば
工
部
大
学
校
を
引
き
継
ぐ
工
科
大
学
が
こ
れ
ま
で

通
り
継
続
し
て
く
れ
れ
ば
話
は
簡
単
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
曽
山
が
工
科
大

学
の
本
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
翌
日
差
支
断
候
旨
文
部
省
ヨ
リ

本
省
ヘ
回
答
ノ
由
」
と
続
き
、
実
現
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

あ
と
で
言
及
す
る
が
、
明
治
十
九
年
年
四
月
七
日
付
の
画
料
に
か
か
わ
る
記

録
、
及
び
同
年
五
月
二
十
一
日
付
の
絵
図
の
受
け
取
り
に
か
か
わ
る
記
録
に

は
、
曽
山
の
所
属
は
「
工
科
大
学
員
」、「
工
科
大
学
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ



曽
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幸
彦
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一
五
九

は
明
ら
か
に
文
部
省
へ
移
管
さ
れ
た
「
工
科
大
学
」
を
指
し
て
い
る
。
曽
山
は

明
治
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
前
半
期
ま
で
の
『
帝
国
大
学
一
覧
』
で
は
、
工
科

大
学
造
家
学
の
「
助
手
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
₂₄
（

。
し
か
し
、
助
手
時
代
の
曽
山
の

名
は
官
員
録
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
曽
山
の
名
が
か
つ
て
の
よ
う
に
『
改
正
官

員
録
』
に
登
場
す
る
の
は
、
二
十
一
年
後
半
期
に
助
教
授
と
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。「
帝
国
大
学
令
」（
明
治
十
九
年
三
月
二
日
勅
令
第
三
号
）
第
十
一
条
に
よ

れ
ば
、「
教
授
」「
助
教
授
」
は
帝
国
大
学
職
員
で
あ
る
が
、
助
手
は
大
学
の
構

成
人
員
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
）
₂₅
（

、
助
手
時
代
の
曽
山
に
は
正
規
の
官
員
資
格
は
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

官
員
で
は
な
い
浅
井
忠
、
松
本
楓
湖
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
曽
山
幸
彦
に

「
画
料
」
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
事
情
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
曽
山
が
正
規
の
官
員
で
あ
る
な
ら
、「
画
料
」
は
俸
給
の
中
で
処
理
さ
れ

る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
同
年
四
月
七
日
付
の
記
録
を
引
用
す
る
）
₂₆
（

。

「
婦
女
鑑
挿
画
内
訳
／
和
漢
図
廿
八
枚
　
松
本
楓
湖
筆
　
一
枚
代
価
金
粗
四
円

密
四
円
五
十
銭
／
西
洋
原
図
十
二
枚
　
工
科
大
学
員
曽
山
幸
彦
筆
　
一
枚
代

価
金
六
円
／
同
上
写
　
松
本
楓
湖
写
　
一
枚
写
代
金
四
円
五
十
銭
／
同
上
原

図
十
枚
　
浅
井
忠
筆
　
一
枚
代
価
金
五
円
／
同
上
写
　
狩
野
良
信
写
　
一
枚

写
代
金
弐
円
／
以
上
和
漢
洋
図
数
五
十
図
／
右
十
九
年
四
月
七
日
調
度
局
田

村
ヘ
申
込
」。

　

こ
れ
は
画
料
の
支
出
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
後
で
詳
述
す
る
が
、
曽
山
と

浅
井
は
こ
の
時
、『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
の
原
図
を
分
担
し
て
描
い
て

い
た
。
曽
山
の
「
西
洋
原
図
十
二
枚
」
は
、
一
巻
か
ら
三
巻
の
原
図
十
二
枚
の

こ
と
で
代
価
七
十
二
円
が
、
浅
井
の
「
西
洋
原
図
十
枚
」
は
四
巻
か
ら
六
巻
の

原
図
十
枚
の
こ
と
で
、
代
価
五
十
円
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
払
わ
れ
た
。

　

工
部
大
学
校
が
工
科
大
学
に
移
行
し
た
後
、
曽
山
は
正
規
の
職
員
で
な
く

な
っ
た
と
す
れ
ば
、
職
員
で
あ
っ
た
時
と
同
じ
俸
給
は
支
払
わ
れ
な
い
。
曽
山

の
明
治
十
七
年
の
月
給
は
十
五
円
で
あ
る
の
で
、
職
員
の
時
の
年
収
は
百
八
十

円
と
な
る
。
後
で
解
説
す
る
が
、
浅
井
が
担
当
し
た
十
枚
の
挿
絵
が
廃
止
と
な

り
、
曽
山
は
浅
井
の
十
枚
も
引
き
受
け
、
そ
の
後
約
一
年
か
け
て
仕
上
げ
る
。

既
に
描
き
終
わ
っ
て
い
た
十
二
枚
を
含
め
、
西
洋
訓
話
の
挿
絵
全
二
十
二
枚
を

描
き
、
合
計
百
三
十
二
円
（
一
枚
六
円
）
の
画
料
を
手
に
入
れ
る
。
そ
れ
は
、

曽
山
が
本
官
で
あ
っ
た
時
の
年
収
の
七
割
余
り
に
充
当
す
る
。

　

次
に
、
明
治
十
九
年
五
月
二
十
一
日
付
文
書
を
引
用
す
る
）
₂₇
（

。

「
證
／
婦
女
鑑
洋
画
原
図
二
十
二
枚
／
此
内
訳
／
拾
二
枚
　
工
科
大
学
　
曽
山

幸
彦
筆
／
拾
枚
　
浅
井
忠
筆
／
同
原
図
ノ
写
　
十
壱
枚
　
狩
野
良
信
写
／
右

之
通
正
ニ
落
手
致
候
也
／
明
治
十
九
年
五
月
廿
一
日
　
内
事
課
山
田
安
栄
／

調
度
局
御
中
」。

　

山
田
安
栄
が
明
治
十
九
年
五
月
二
十
一
日
に
、
原
図
二
十
二
枚
を
受
け
取
っ

た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
る
。
曽
山
も
浅
井
も
遅
く
と
も
五
月
二
十
一
日
ま
で

に
は
、
分
担
の
絵
図
を
描
き
終
わ
り
宮
内
省
に
搬
入
し
、
そ
の
五
日
後
に
画
料

を
受
け
取
っ
た
）
₂₈
（

。
明
治
十
八
年
十
月
二
十
九
日
に
山
田
安
栄
と
竹
田
春
風
の
間

で
取
り
決
め
ら
れ
た
「
成
業
期
限
」
は
、
画
家
た
ち
が
絵
図
を
搬
入
し
た
明
治

十
九
年
五
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
む
け
て

急
い
で
分
担
制
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
推
測
す
る
。



一
六
〇

　

明
治
十
九
年
三
月
二
十
七
日
「
編
修
日
記
」
に
遡
る
。「
曽
山
幸
彦
へ
画
ノ

事
引
合
ス　

奥
田
象
三
ヘ
手
分
ケ
云
　々

曽
山
よ
り
返
紙
来
ル
」
と
あ
る
。
奥

田
象
三
は
『
婦
女
鑑
』
に
か
か
わ
っ
た
一
人
で
あ
る
。
安
政
四
年
五
月
に
京
都

に
生
ま
れ
、
明
治
八
年
上
京
し
て
工
学
を
修
め
、
工
部
大
学
学
習
院
建
築
局
、

内
務
省
土
木
局
等
に
奉
職
、
そ
の
間
に
英
国
人
建
築
家
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン

ド
ル
に
就
き
建
築
学
を
修
め
た
）
₂₉
（

。
奥
田
象
三
は
明
治
十
八
年
頃
に
は
工
部
七
等

属
で
あ
り
）
₃₀
（

、
曽
山
の
直
属
の
上
司
で
あ
っ
た
よ
う
だ
）
₃₁
（

。
ま
た
、「
手
分
ケ
云
々
」

と
あ
る
の
で
、
挿
絵
の
分
担
に
関
す
る
相
談
で
、
そ
れ
が
浅
井
忠
に
決
ま
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。「
手
分
ケ
云
々
」
が
話
し
合
わ
れ
た
そ
の
四
日
後
の
三
月

三
十
一
日
に
、
曽
山
か
ら
廻
さ
れ
た
草
稿
本
を
、
浅
井
は
実
際
手
に
入
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
。

挿
絵
原
図
を
描
い
た
浅
井
忠

　
「
草
稿
五
ノ
巻
一
冊　

曽
山
ヨ
リ
取
寄
セ　

画
工
神
田
猿
楽
町
十
番
地　

浅

井
忠
ヘ
廻
送
ス
」（
明
治
十
九
年
三
月
三
十
一
日
）
と
「
草
稿
四
六
ノ
二
冊
浅
井

ヘ
廻
ス
」（
明
治
十
九
年
四
月
十
二
日
）
の
「
編
修
日
記
」
か
ら
、
浅
井
忠
は

明
治
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
曽
山
か
ら
廻
さ
れ
た
『
婦
女
鑑
』
の
草
稿
五
巻

と
、
そ
の
約
十
日
後
に
四
巻
と
六
巻
、
併
せ
て
三
冊
を
手
に
入
れ
た
と
わ
か
る
。

　

こ
こ
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
二
点
あ
る
。
曽
山
は
当
初
、
一
巻
か
ら
六
巻

の
草
稿
本
す
べ
て
を
持
っ
て
い
て
、『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
に
ま
つ
わ
る
挿

絵
の
す
べ
て
を
描
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
、
明
治
十
九
年
三
月

三
十
一
日
に
第
五
巻
、
同
年
四
月
十
二
日
に
は
四
巻
と
六
巻
が
浅
井
の
手
に
わ

た
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
曽
山
の
担
当
挿
絵
は
一
巻
か
ら
三
巻
で
、
浅
井
の
そ

れ
は
四
巻
か
ら
六
巻
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
婦
女
鑑
』
の
刊
行
前
に
、「
婦
女
鑑
原
稿
」、「
婦
女
鑑
西
洋
篇

草
稿
」、「
婦
女
鑑
草
稿
」、「
婦
女
鑑
校
正
刷
」（
全
て
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

蔵
）
の
四
種
の
草
稿
本
が
作
成
さ
れ
て
い
る
）
₃₂
（

。

　
「
婦
女
鑑
原
稿
」
は
手
書
き
の
原
稿
六
冊
か
ら
な
る
和
装
本
で
、
序
、
判
例
、

目
録
は
な
い
。
朱
で
書
き
加
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
や
訂
正
個
所
が
非
常
に
多
く
、

付
箋
が
何
枚
も
貼
ら
れ
て
い
る
。
例
話
に
つ
い
て
の
最
も
早
い
時
期
の
稿
本
で

あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
₃₃
（

、
そ
れ
を
画
家
に
渡
し
、
挿
絵
制

作
を
依
頼
す
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。

　
「
婦
女
鑑
西
洋
篇
草
稿
」
は
手
書
き
の
原
稿
六
冊
か
ら
な
る
和
装
本
で
あ
る
。

西
洋
の
訓
話
の
み
を
集
め
た
も
の
で
、
和
漢
の
訓
話
は
一
切
載
っ
て
い
な
い
。

　
「
婦
女
鑑
草
稿
」
は
手
書
き
の
原
稿
六
冊
か
ら
な
る
和
装
本
で
、
朱
で
書
き

込
ま
れ
た
訂
正
個
所
は
多
数
み
ら
れ
る
も
の
の
付
箋
は
少
な
く
、
目
録
、
判
例

な
ど
も
添
え
ら
れ
、
刊
本
に
近
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
。「
婦
女
鑑
草
稿
」
の

目
次
の
西
洋
訓
話
の
題
名
に
、「
圖
」
と
印
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
刊
本

『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
と
一
致
す
る
。「
曽
山
」「
浅
」
と
朱
書
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、「
浅
」
に
朱
の
棒
線
が
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
「
婦
女
鑑
校
正
刷
」
は
六
冊
か
ら
な
る
和
装
本
で
、
刊
本
の
『
婦
女
鑑
』
と

同
様
木
版
摺
り
さ
れ
、
挿
画
五
十
枚
が
揃
っ
て
い
る
。
文
字
と
図
の
訂
正
が
指

示
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
訓
話
挿
画
に
は
「
曾
山
幸
彦
原
圖
楓
湖
摹
」
の
印
章
が



曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

一
六
一

付
さ
れ
て
い
る
と

既
に
記
し
た
が
、

「
婦
女
鑑
校
正
刷
」

の
一
巻
に
載
っ
て

い
る
三
図
は
、
落

款
は
「
楓
湖
寫
」、

印
章
は
「
松
本
敬

忠
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら

に
は
朱
墨
の
棒
線
が
引
か
れ
、
そ
の
上
に
「
曾
山
幸
彦
原
圖
楓
湖
摹
」
の
印
章

が
付
さ
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
訂
正
さ
れ
た
（
図
６
）。
二
巻
以
降
の
西
洋
訓
話
挿

画
に
は
「
曾
山
幸
彦
原
圖
楓
湖
摹
」
の
印
章
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
を
考
慮
す
る
と
、
曽
山
か
ら
浅
井
に
廻
さ
れ
た
草
稿
本
は
「
婦
女
鑑
西
洋

篇
草
稿
」
か
「
婦
女
鑑
草
稿
」
の
四
巻
か
ら
六
巻
が
可
能
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　
『
婦
女
鑑
』
の
草
稿
四
巻
が
浅
井
に
渡
さ
れ
た
二
日
後
に
、「
浅
井
筆　

若
安
達
亜
克
、
亜
俄
底
那
、
二
図　

西
村
殿
ヨ
リ
受
取　

即
日
狩
野
良
信

ヘ
廻
ス
」（
明
治
十
九
年
四
月
十
四
日
「
編
修
日
記
」）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
若ジ
ョ
ア
ン
ダ
ー
ク

安
達
亜
克
」
と
「
亜ア
ゴ
ス
チ
ナ

俄
底
那
」
の
訓
話
は
、『
婦
女
鑑
』
四
巻
に
載
る
話
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
浅
井
は
四
巻
を
廻
さ
れ
て
か
ら
二
日
後
に
、
こ
れ
ら
二
枚
の

挿
画
を
描
き
終
わ
り
、
宮
内
省
に
提
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
真
実
な
ら

ば
そ
の
筆
の
速
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

浅
井
の
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
略
歴
に
つ

い
て
詳
し
く
は
ふ
れ
な
い
が
、
明
治
九
年
か
ら
明
治
十
一
年
の
間
、
工
部
美
術

学
校
に
在
籍
し
て
い
た
こ
と
、
明
治
十
九
年
代
の
浅
井
忠
の
経
歴
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
）
₃₄
（

。

　

浅
井
は
明
治
六
年
一
月
に
西
村
茂
樹
方
に
寄
留
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

の
指
摘
も
あ
る
が
）
₃₅
（

、
そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
山
田
安
栄
は
浅
井
の
原
図

を
西
村
茂
樹
か
ら
直
接
受
け
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
浅
井
は
図
を
西
村
に
届
け

た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
以
前
か
ら
の
知
り
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
曽
山
と
の
分
担
の
際
に
、
浅
井
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
、
西
村
か
ら
の
力
添
え
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
浅
井
忠
の
挿
絵

「
西
洋
画
原
図
は
曽
山
　
写
松
本
ニ
テ
　
浅
井
狩
野
ノ
分
不
残
認
直
し
云
々

御
沙
汰
ノ
旨
西
村
殿
ヨ
リ
承
ル
」（
明
治
十
九
年
六
月
二
日
「
編
修
日
記
」）。

　

一
巻
か
ら
六
巻
の
西
洋
訓
話
挿
画
の
原
図
は
曽
山
幸
彦
、
版
下
は
松
本
楓
湖

に
決
ま
り
、
浅
井
忠
の
原
図
と
狩
野
良
信
の
版
下
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
を

決
め
た
人
物
は
元
田
永
孚
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
日
の
六
月
一
日
「
編
修
日
記
」

に
、「
原
図
並
ニ
写
シ
元
田
殿
ヲ
歴
テ
御
手
元
ヘ
上
ル　

翌
日
御
下
」
と
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
御
手
元
ヘ
上
ル
」
と
「
御
下
」
の
文
言
か
ら
、
元

田
は
『
婦
女
鑑
』
挿
画
の
原
図
と
版
下
を
明
治
天
皇
か
皇
后
、
あ
る
い
は
二
人

に
見
せ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
翌
日
に
浅
井
の
原
図
は
は
ず
さ
れ
、
曽

山
が
浅
井
の
十
枚
も
引
き
受
け
る
。
す
で
に
担
当
し
た
十
二
枚
と
加
え
、
原
図

図６　落款：楓湖寫、印章：松本敬忠
「婦女鑑校正刷」一巻



一
六
二

二
十
二
枚
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
全
て
は
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図

上
』
に
、
廃
止
と
な
っ
た
浅
井
の
原
図
十
枚
は
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図

下
』
に
残
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）。
絵
図
の
優
劣
に
つ
い
て
の
記
載
は
ど
こ
に

も
な
い
。
建
前
上
明
治
天
皇
や
皇
后
の
意
向
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
最
終
的
に

元
田
永
孚
が
画
家
の
人
選
を
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
浅
井
忠
の
記
録
は
終
わ
る
が
、
浅
井
が
は
ず
さ
れ
た
理
由
は
そ
れ

だ
け
だ
ろ
う
か
。
工
部
省
か
ら
文
部
省
へ
移
管
し
た
後
の
曽
山
幸
彦
の
処
遇
も

一
因
を
な
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
本
官
で
な
く
な
っ
た
曽
山
の
救
済
措

置
と
し
て
全
部
の
挿
絵
を
描
か
せ
、
そ
の
報
酬
と
し
て
職
員
だ
っ
た
時
の
年

俸
百
八
十
円
に
近
い
収
入
を
確
保
す
る
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
曽
山
に
か

か
わ
る
「
編
修
日
記
」
の
記
録
と
し
て
は
最
後
と
な
る
明
治
二
十
年
六
月
二
日

に
、「
曽
山
改
正
図
十
二
枚
代
金
七
十
二
円
調
度
局
ヨ
リ
受
取　

三
日
同
人
ヘ

渡
シ
同
人
受
取
証
壱
通
調
度
局
ヘ
差
廻
ス
」
と
あ
る
。
曽
山
が
描
い
た
図
十
二

枚
（
四
巻
か
ら
六
巻
の
挿
絵
十
枚
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
内
二
枚
は
描
き
直

し
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
計
十
二
枚
）
）
₃₆
（

の
代
金
は
、
同
年
六
月
三
日
に
支
払
わ
れ

た
。
そ
の
一
年
ほ
ど
前
に
一
巻
か
ら
三
巻
の
挿
絵
の
代
金
七
十
二
円
が
支
払
わ

れ
て
い
る
た
め
、
曽
山
は
約
一
年
間
で
百
四
十
四
円
を
得
た
。

　

浅
井
の
原
図
が
は
ず
さ
れ
た
の
で
、『
婦
女
鑑
』
の
草
稿
四
巻
か
ら
六
巻
は
、

明
治
十
九
年
六
月
二
十
二
日
に
曽
山
に
戻
さ
れ
、
西
洋
訓
話
挿
画
十
図
を
新
た

に
描
く
こ
と
に
な
る
）
₃₇
（

。
表
１
の
と
お
り
曽
山
と
浅
井
が
、
同
じ
題
目
で
描
い
た

図
は
十
図
の
内
六
図
で
あ
る
。
題
目
「
亞
俄
底
那
敵
を
却
け
て
軍
功
を
奏
す
」

を
例
に
曽
山
（
図
７
）
と
浅
井
（
図
８
）
を
見
比
べ
る
。
亜ア
ゴ
ス
チ
ナ

俄
底
那
は
十
九
世

『婦女鑑』の西洋訓話挿画に採用された図（合計22図） 不採用となった図（合計10図）
通し番号 巻号 『婦女鑑』西洋訓話挿画に付されている題目 原図制作者 原図制作者 訓話の題名
1 一巻 路易斯（ルウヰズ）女盲父を慰藉（いしゃ）す 曽山幸彦
2 一巻 孝女齒科醫の惠を受く 曽山幸彦
3 一巻 百底安波（ペチーアムポス）兄の死を聞て悲悼す 曽山幸彦
4 二巻 塞斯達（ゼスター）暴君を諌む 曽山幸彦
5 二巻 匪地難多（フアジナント）妻の諌書を讀む 曽山幸彦
6 二巻 安（アーン）夫の業を輔掖す 曽山幸彦
7 二巻 亞耳巴地（アルバーチ）侯の夫人鑛事を執る 曽山幸彦
8 三巻 貧老嫗儲金を人に惠む 曽山幸彦
9 三巻 利禰（リネ）隣人の不幸を救慰す 曽山幸彦
10 三巻 維爾孫（ウヰルソン）印度の女子を教ふ 曽山幸彦
11 三巻 聚侃（ヂユガン）貧院を興して不孝の者を救恤（きゅうじゅつ）す 曽山幸彦
12 三巻 額黎（グレイス）嶮を犯して漂舩を濟ふ 曽山幸彦
13 四巻 舌弗爾（シエフエル）の母子の像に対して書信を作る 曽山幸彦
14 四巻 藍巴耶（ラムバエー）節義を執て法庭に争讜す 曽山幸彦 浅井忠

四巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 白侖透（ペトロニトウ）
15 四巻 若安達亞克（ジヨアンダーク）戰塲より使者を敵軍に遣る 曽山幸彦 浅井忠

四巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 撤拉倍渉（サラーベーチエ）
16 四巻 亞俄底那（アゴスチナ）敵を却けて軍功を奏す 曽山幸彦 浅井忠
17 五巻 諸學士羅拉（ローラ）の學術を試驗す 曽山幸彦
18 五巻 路古勒西（ルクレシヤ）恩金を父に奉る 曽山幸彦 浅井忠

六巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 達渉（ダツチエス）夫人
19 六巻 葛羅周（グロチユース）の妻良人の難を救ふ 曽山幸彦

六巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 巴威畧（バワリア）の達渉（ダツチエス）
20 六巻 蘇瓦突堡（シユワルツブルグ）の女侯伏兵を露はす 曽山幸彦 浅井忠
21 六巻 哥爾涅利（コルネリ）幼兒を率ゐて會席に入る 曽山幸彦
22 六巻 看護婦誠を盡して病者に接す 曽山幸彦 浅井忠

＊１．刊本『婦女鑑』の西洋訓話挿画にはとおし番号（1～22）をつけ、不採用の図も訓話の順番に従って配した。
＊２．挿画の題目、訓話の題名、仮名遣いについてはそのまま記した。
＊３．人名については、（）でくくり、『婦女鑑』の読みをそのまま記した。
＊４．読みの難しい漢字には（）でくくり、ふりがなをふった。

表１　『婦女鑑』の西洋訓話挿画の一覧表
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図７　曽山幸彦　原図
『婦女鑑』四巻：題目「亞俄底那敵を却けて軍功を奏す」

図８　浅井忠　原図：亞俄底那



一
六
四

紀
初
頭
の
ス
ペ
イ
ン
、
サ
ラ
ゴ
サ
に
生
ま
れ
育
っ
た
信
仰
心
の
篤
い
勇
気
あ
る

女
性
で
、
フ
ラ
ン
ス
軍
と
勇
敢
に
闘
い
敗
走
に
至
ら
せ
た
。「
婦
女
鑑
草
稿
」

四
巻
に
載
る
「
亜
俄
底
那
」
の
一
部
を
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
。

「
一
人
の
處
女
あ
り
て
。
身
に
は
白
き
衣
を
着
。
か
み
を
ふ
り
み
だ
し
十
字

架
を
頸ク
ビ

に
懸
け
て
。
那ノ
ス
ト
ラ
ド
ン
ナ

斯
多
拉
同
拿
の
礼
拝
堂
を
出
で
た
り
。
人
々
驚
き
て

こ
れ
を
み
る
に
。
眉
秀
で
眼
す
ゞ
や
か
に
し
て
眞
に
神
女
の
如
く
な
る
が
。

徐オ
モ
ム

ろ
に
歩
を
進
め
て
弾
丸
雨
注
の
塲ニ
ハ

に
来
り
し
と
き
。
一
砲
卒
の
丸タ
マ

を
装コ

め

て
未
だ
発
せ
ざ
る
に
。
敵
の
飛
丸
に
中
（
あ
た
）り

て
重
傷
を
被カ
ウ
ブ

り
倒タ
フ

れ
た
れ
ば
。
彼

の
處
女
直
に
其
手
よ
り
火
縄
を
取
り
て
弾
丸
を
敵
軍
の
直タ
ゞ

中ナ
カ

に
発
し
。
発
し

て
は
装コ

め
。
装コ

め
て
は
発
し
。
其
間
に
は
頸
に
架
け
た
る
十
字
を
吸
ひ
。
大

聲
に
。
死
ね
よ
。
勝
て
よ
。
と
よ
ば
る
ゝ
聲
。
忽
ち
軍
士
の
耳
に
入
り
。
兵

氣
為
に
十
倍
し
。
こ
の
敗
軍
を
支
へ
て
法
軍
を
打
（
う
ち
な
び
）

蘼
け
し
は
。
宛ア
タ
カ

も
天
兵
の

冥
助
を
得
た
る
が
如
く
。
衆
口
同
音
に
。
亜ア
ゴ
ス
チ
ナ

俄
底
那
萬
歳
と
ぞ
呼
た
り
し
。」

　

浅
井
の
ア
ゴ
ス
チ
ナ
（
図
８
）
は
こ
の
文
章
を
忠
実
に
描
い
て
い
る
。
身
に

ま
と
っ
た
白
い
衣
装
、
髪
は
乱
れ
、
首
に
か
け
た
十
字
架
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
も
描

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
負
傷
し
た
兵
士
を
前
に
し
て
火
縄
を
力
強
く
持
ち
、
大

砲
の
前
に
立
ち
、
敵
軍
を
征
す
る
姿
で
描
か
れ
て
い
て
巧
妙
で
あ
る
。

　

曽
山
の
ア
ゴ
ス
チ
ナ
（
図
７
）
は
白
い
衣
装
を
身
に
付
け
、
フ
ラ
ン
ス
軍
に

銃
を
向
け
て
い
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
十
字
架
な
ど
は
確
認
で
き
な
い
。
群

衆
の
中
の
一
人
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
て
、
ア
ゴ
ス
チ
ナ
を
見
つ
け
る
の
に
手

間
取
る
。
浅
井
の
方
が
文
意
に
沿
っ
た
表
現
で
優
れ
て
い
る
。

　

刊
本
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
を
み
れ
ば
曽
山
が
描
い
た
そ
の
原
図

の
見
当
は
つ
く
が
、
浅
井
忠
の
原
図
は
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
な
い

し
、『
婦
女
鑑
』
に
も
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
そ
の
図
様
を
う
か
が
い
知
る
す
べ

も
な
い
の
で
、
の
こ
る
九
点
の
原
図
お
よ
び
訓
話
の
概
要
を
以
下
に
あ
げ
て

お
く
。
な
お
、
以
下
に
示
す
「
達
渉
夫
人
」
お
よ
び
「
巴
威
畧
の
達
渉
」
の

「
達
渉
（
ダ
ツ
チ
エ
ス
）」
は
人
名
で
は
な
く
公
爵
夫
人
を
示
す

“duchess ”

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
訓
話
の
概
要
は
『
婦
女
鑑
』
の
叙
述
に
即
し
て
記
載
す

る
。

○ 

藍ラ
ム
バ
エ
ー

巴
耶
（
図
９
）　

皇
后
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
女
官
で
あ
っ
た
イ

タ
リ
ア
人
ラ
ム
バ
エ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
た
の
で
逃
げ
た
が
、
皇
后
の
恩

に
報
い
る
た
め
パ
リ
に
戻
り
牢
獄
に
つ
な
が
れ
た
。
裁
判
官
は
そ
の
忠
義
心

と
義
烈
を
知
り
許
し
た
が
民
衆
に
殺
さ
れ
た
。
後
に
褒
め
称
え
ら
れ
た
。

○ 

白ペ
ト
ロ
ニ
ト
ウ

侖
透
（
図
10
）　

イ
ス
パ
ニ
ア
国
陸
軍
大
佐
の
召
使
い
の
子
供
と
し
て
生図10　浅井忠　原図：白侖透

図９　浅井忠　原図：藍巴耶
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五

ま
れ
た
ペ
ト
ロ
ニ
ト
ウ
は
、
父
の
遺
訓
を
胸
に
無
一
文
の
主
人
に
仕
え
、
病

の
母
と
姉
の
面
倒
も
み
た
。
寝
食
を
忘
れ
働
ら
き
、
主
人
、
母
、
姉
の
順
番

に
も
の
を
食
べ
さ
せ
、
衣
服
を
与
え
た
忠
と
孝
を
備
え
た
女
の
話
。

○ 

若ジ
ヨ
ア
ン
ダ
ー
ク

安
達
亞
克
（
図
11
）　

ジ
ヨ
ア
ン
ダ
ー
ク
（
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
）
は
フ
ラ

ン
ス
の
敬
虔
な
農
夫
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
。
勤
王
愛
国
の
志
深
い
ジ
ャ
ン

ヌ
ダ
ル
ク
は
神
の
啓
示
を
受
け
、
甲
冑
に
身
を
か
た
め
帯
刀
し
フ
ラ
ン
ス
軍

の
陣
頭
に
立
ち
、
イ
ギ
リ
ス
軍
と
戦
い
勝
利
を
収
め
国
民
を
救
っ
た
。
そ
の

後
イ
ギ
リ
ス
軍
に
捕
わ
れ
火
あ
ぶ
り
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。　

○ 

撤サ
ラ
ー
ベ
ー
チ
エ

拉
倍
渉
（
図
12
）　

ア
メ
リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
す
る
際
に
、
手
柄

を
立
て
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
娘
に
生
ま
れ
た
ベ
ー
チ
エ
は
、
教
育
を
受
け
国

の
た
め
に
尽
く
し
て
い
た
。
貴
婦
人
達
を
説
き
伏
せ
、
そ
の
財
力
と
労
力
を

費
や
し
て
肌
着
を
作
り
、
軍
人
に
送
る
等
米
国
婦
人
の
模
範
と
な
っ
た
。

○ 

路ル
ク
レ
シ
ヤ

古
勒
西
馬マ
リ
ア
ダ
ウ
ツ
ド
ソ
ン

利
大
闢
遜
（
図
13
）
ア
メ
リ
カ
の
ル
ク
レ
シ
ヤ
は
貧
し
い
た
め

学
校
へ
通
え
な
か
っ
た
が
頭
が
良
い
子
で
、
詩
作
し
た
も
の
が
本
と
な
っ

た
。
売
れ
た
本
の
お
金
を
、
病
気
の
母
親
の
為
に
使
う
よ
う
に
父
親
に
差
出

す
孝
行
娘
で
あ
っ
た
。
支
援
を
得
て
漸
く
学
校
に
通
え
る
よ
う
に
な
り
勉
学

に
励
ん
だ
が
、
勉
強
を
し
過
ぎ
て
病
に
倒
れ
、
若
く
し
て
死
ん
だ
。

○ 

達ダ
ツ
チ
エ
ス渉
夫
人
（
図
14
）　

フ
ラ
ン
ス
の
ダ
ツ
チ
エ
ス
夫
人
の
夫
は
誤
解
の
た
め

に
政
府
軍
に
攻
め
ら
れ
城
に
こ
も
っ
た
。
城
の
前
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
夫
人

は
命
を
張
っ
て
怯
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
姿
に
心
打
た
れ
た
敵
兵
は
夫

人
を
殺
せ
な
か
っ
た
。
後
に
公
爵
の
無
実
が
分
か
り
許
さ
れ
た
。

○ 

巴バ
ワ
リ
ア

威
畧
の
達ダ
ツ
チ
エ
ス渉

（
図
15
）　

バ
ワ
リ
ア
（
バ
イ
エ
ル
ン
）
公
と
ド
イ
ツ
皇
帝

の
間
で
戦
争
が
起
こ
っ
た
。
バ
ワ
リ
ア
公
夫
人
の
ダ
ツ
チ
エ
ス
は
、
夫
の
危

急
を
救
う
た
め
一
計
を
め
ぐ
ら
し
夫
と
そ
の
部
下
と
婦
人
達
を
救
っ
た
。
夫

図11　浅井忠　原図：若安達亞克

図12　浅井忠　原図：撤拉倍渉

図14　浅井忠　原図：達渉夫人

図13　浅井忠　原図：路古勒西馬利大闢遜



一
六
六

人
の
情
け
深
い
心
に
打
た
れ
た
皇
帝
は
、
全
て
の
人
々
を
許
し
救
っ
た
。

○ 
蘇シ
ユ
ワ
ル
ツ
ブ
ル
グ

瓦
突
堡
の
女
侯
（
図
16
）　

ド
イ
ツ
の
将
軍
達
を
招
待
し
た
女
侯
は
、

兵
隊
が
領
地
の
人
民
に
悪
さ
し
な
い
よ
う
に
要
請
し
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
将
軍
を
取
り
囲
み
、
命
が
欲
し
け
れ
ば
従
う
よ
う
に
言
っ

た
。
部
下
に
命
令
し
盗
ん
だ
も
の
を
返
さ
せ
た
将
軍
等
は
女
侯
か
ら
許
さ

れ
た
。

○ 

仁
惠
婦
女
社
の
看
護
人
（
図
17
）
仁
恵
婦
女
社
は
戦
争
で
負
傷
し
た
人
を
看

護
す
る
所
で
、
辛
抱
強
く
接
す
る
婦
人
が
い
た
。
傷
の
痛
み
が
激
し
い
た
め

死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
と
考
え
た
兵
士
は
、
水
薬
を
飲
ま
ず
に
投
げ
つ
け
薬
碗

を
砕
い
た
が
、
看
護
人
は
説
得
し
、
兵
士
は
水
薬
を
服
し
た
。

　

浅
井
の
絵
図
は
、ど
れ
も
訓
話
の
内
容
を
的
確
に
表
現
し
て
い
て
秀
逸
で
あ
る
。

　
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
と
、
工
部
大
学
校
に
付
属
す
る
工
部
美
術
学

校
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
図
も
あ
る
の
で
挙
げ
る
。『
婦
女
鑑
』
二
巻
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
挿
画
で
、
原
図
曽
山
幸
彦
、
版
下
松
本
楓
湖
、
題
目
は
「
安
夫
の

業
を
輔
掖
す
」（
図
18
）
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
彫
刻
家
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
ッ
ク

ス
マ
ン
の
妻
、
安ア
ー
ン

は
夫
が
イ
タ
リ
ア
へ
行
っ
て
勉
強
で
き
る
よ
う
に
お
金
を
倹

約
し
成
功
に
導
い
た
。
内
助
の
功
の
話
で
あ
る
。
大
熊
氏
広
が
《
破
牢
》（
図

19
、
明
治
十
五
年
工
部
美
術
学
校
卒
業
制
作
の
た
め
の
作
品
）
を
制
作
し
て
い

る
そ
の
情
景
を
曽
山
が
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
て
、『
婦
女
鑑
』
の
挿
画
に
使
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
₃₈
（

。
こ
の
原
図
が
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草

案
図　

上
』
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
図
20
）。

図17　浅井忠　原図：仁惠婦女社の看護人

図18　曽山幸彦　原図、松本楓湖　版下
『婦女鑑』二巻：題目「安夫の業を輔掖す」

図15　浅井忠　原図：巴威畧の達渉

図16　浅井忠　原図：蘇瓦突堡の女侯



曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

一
六
七

お
わ
り
に

　
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
が
制
作
さ
れ
た
時
期
は
、
そ
の
制
作
が
工
部

大
学
校
へ
委
任
さ
れ
た
明
治
十
八
年
十
月
末
に
、
曽
山
幸
彦
が
描
き
手
と
し
て

指
名
さ
れ
た
時
か
ら
始
ま
り
、
曽
山
が
最
後
の
画
料
を
受
け
取
っ
た
明
治
二
十

年
六
月
初
め
に
は
終
わ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
制
作
は
一
年
半
あ
ま
り
の

こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
前
半
部
分
に
あ
た
る
明
治
十
九
年
六
月
ま
で

の
「
編
修
日
記
」
を
中
心
に
解
読
し
た
。
そ
れ
は
工
部
大
学
校
が
工
科
大
学
へ

と
移
行
す
る
特
殊
な
時
期
と
も
重
な
る
。
そ
れ
以
後
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
の
機
会
に
譲
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
宮
内
省
が
出
版
し
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画
の
原

図
は
、
工
部
美
術
学
校
で
画
を
学
ん
だ
曽
山
幸
彦
が
担
当
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
結
果
的
に
不
採
用
と
な
っ
た
が
、
曽
山
よ
り
先
に
同
校
で
学
ん
だ
浅

井
忠
も
、
曽
山
が
指
名
さ
れ
た
後
に
西
洋
訓
話
挿
画
の
原
図
を
分
担
し
て
描
い

た
こ
と
で
あ
る
。『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

上
』
及
び
『
婦
女
鑑
挿
画

原
図
及
草
案
図　

下
』
に
保
存
さ
れ
て
い
る
絵
図
は
、
作
品
が
非
常
に
少
な
い

夭
折
の
画
家
、
曽
山
に
と
っ
て
は
貴
重
な
作
品
で
あ
り
、
浅
井
に
と
っ
て
は
初

期
の
業
績
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
と
り
わ
け
本
稿
に
例
示

し
た
浅
井
の
作
例
は
、
こ
の
画
家
の
活
動
が
不
明
で
あ
っ
た
明
治
十
九
年
の
作

画
営
為
を
伝
え
る
基
本
資
料
と
み
な
せ
よ
う
。

　

な
お
、『
婦
女
鑑
』
作
成
時
の
明
治
十
九
年
頃
、
西
洋
画
原
図
を
そ
の
ま
ま

彫
刻
し
摺
る
技
術
が
な
い
た
め
に
、
日
本
画
家
の
松
本
楓
湖
、
狩
野
良
信
に
版

下
を
依
頼
し
（
大
庭
学
僊
も
関
与
）、『
婦
女
鑑
』
は
完
成
さ
れ
た
こ
と
が
本
調

査
か
ら
判
明
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
。

謝
辞

　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
御
尽
力
を
賜
わ
り
ま
し
た
東
京
大
学
工
学
系
研

究
科
建
築
学
専
攻
技
術
専
門
職
員
、
角
田
直
弓
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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図19　大熊氏広：《破牢》

図20　曽山幸彦　原図
『婦女鑑』二巻：題目「安夫の業を輔掖す」
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（
４
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印
章
「
曾
山
幸
彦
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楓
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摹
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挿
画
の
題
目
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訓
話
の
題
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仮
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遣
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に
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そ
の
ま
ま
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公
文
書
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は
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（
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憲
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鑑
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検
討
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中
心
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て
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多
摩

美
術
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学
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究
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第
九
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成
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年
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越
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（
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史
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叢
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叢
』

第
十
三
巻　

同
研
究
科　

平
成
二
十
三
年
三
月
、
二
百
九
〜
二
百
十
六
頁
）、「『
婦
女
鑑
』

の
成
立
事
情
と
徳
目
構
成　

│
編
纂
稿
本
と
刊
本
の
検
討
を
中
心
に
│
」（『
お
茶
の
水

女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
第
四
十
六
巻　

平
成
五
年
三
月
、百
九
十
三
〜
二
百
八
頁
）。

尾
崎
る
み
「『
婦
女
鑑
』
の
「
額グ

レ
イ
ス
ダ
ル
リ
ン
グ

黎
咀
林
」
を
め
ぐ
っ
て　

│
明
治
の
少
女
向
け
読
物
の

軌
跡
（
八
）」（『
論
叢
児
童
文
化
』
第
四
十
八
号　

く
さ
む
ら
社　

平
成
二
十
四
年
八
月
、

五
十
七
〜
六
十
五
頁
）。

（
６
）　
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

上
』（
宮
内
省
）、
折
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。

（
７
）　
『
婦
女
鑑
挿
画
原
図
及
草
案
図　

下
』（
宮
内
省
）、
折
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。

（
８
）　
『
婦
女
鑑
・
明
治
孝
節
録
出
版
録
』（
宮
内
省　

明
治
二
十
〜
四
十
四
年
）、
未
公
刊
、

宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵
。

（
９
）　
（
註
８
）
前
掲
書
、
追
加
第
二
十
八
号
「
婦
女
鑑
編
修
日
記
」。

（
10
）　

寺
岡
寿
一
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
』
第
四
巻
（
寺
岡
書
洞　

昭
和
五
十
四

年
三
月
）、
三
百
二
十
三
頁
、
五
百
二
十
四
頁
。

（
11
）　
（
註
10
）
前
掲
書
、
五
百
二
十
三
頁
。

（
12
）　

エ
リ
ッ
サ
ベ
ス
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
著　

宮
崎
嘉
国
訳
「
ア
グ
ネ
ス
、
ホ
ト
ッ
ト
父
に

代
て
敵
と
闘
し
話
」『
西
洋
列
女
伝
』
巻
之
上
（
錦
森
堂　

明
治
十
二
年
十
一
月
）、
四

丁
表
〜
五
丁
表
。
参
照W

EB

：
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

http://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777138　

こ
の
話
の
原
典
は
以
下
の
図
書
に
載
る“C

ourage 

of A
gnes H

otot ”

の
訓
話
で
あ
ろ
う
。Elizabeth Starling

（1850

）Noble D
eeds of 

W
oman; or, Exam

ples of Female Courage and Virtue., Boston: Phillips, Sam
pson &

 

C
o.. pp. 44-45. 

参
照W

EB

：https://archive.org/details/cu31924031475001　

以
上

二
点
の
閲
覧
年
月
日
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
七
日
。

（
13
）　
（
註
１
）
前
掲
書
、「
凡
例
」
二
丁
表
。

（
14
）　
『
東
京
大
学
百
年
史
』
通
史
一
（
東
京
大
学　

昭
和
五
十
九
年
一
月
）、
六
百
四
十
九
〜

六
百
六
十
九
頁
、
七
百
八
十
七
〜
七
百
九
十
六
頁
、
九
百
三
十
七
〜
九
百
四
十
頁
。『
東

京
大
学
百
年
史
』
資
料
一
（
東
京
大
学　

昭
和
五
十
九
年
三
月
）、
七
十
四
〜
九
十
七
頁
。

（
15
）　
「
内
務
省
・
非
職
元
工
部
大
学
副
長
竹
田
春
風
臨
時
建
築
局
事
務
官
被
任
ノ
件
」『
官

吏
進
退
・
明
治
二
十
一
年
官
吏
進
退
三
・
内
務
省
・
大
蔵
省
』（
内
閣　

明
治
二
十
一

年
）。
参
照W

EB

：
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブhttp://www.digital.

archives.go.jp/D
A

S/m
eta/listPhoto?KEYW

O
RD

=&
LA

N
G

=default&
BID

=F000

0000000000073651 &
ID

=M
0000000000000950556&

TYPE=&
N

O
=　

閲
覧
年
月

日
、
平
成
二
十
七
年
一
月
五
日
。

（
16
）　
（
註
14
）
前
掲
書
、
資
料
一
、「
工
部
大
学
校
職
制
及
職
員
等
級
俸
給
ヲ
定
ム
」

九
十
六
頁
。（
註
14
）
前
掲
書
、
通
史
一
、六
百
六
十
六
頁
。

（
17
）　
（
註
14
）
前
掲
書
、
通
史
一
、九
百
四
十
頁
。

（
18
）　
「
故
大
野
義
康
君
小
伝
」『
建
築
雑
誌
』
第
六
十
一
号
（
造
家
学
会　

明
治
二
十
五
年

一
月
）、
二
十
九
〜
三
十
頁
。
青
木
茂
「
工
部
美
術
学
校
画
学
生
徒
列
伝
」『
油
絵
初

学
』（
筑
摩
書
房　

昭
和
六
十
二
年
九
月
）、
二
百
八
十
〜
二
百
八
十
一
頁
。
山
梨
俊
夫

「
技
術
の
画
家
│
曽
山
幸
彦
を
め
ぐ
っ
て
」
西
野
嘉
章
編
『
学
問
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』

（
東
京
大
学　

平
成
九
年
十
二
月
）、
百
九
十
六
〜
二
百
五
頁
。
金
子
一
夫
『
近
代
日
本

美
術
教
育
の
研
究　

│
明
治
・
大
正
時
代
│
』（
中
央
公
論
美
術
出
版　

平
成
十
一
年

四
月
）、
二
百
三
〜
二
百
四
頁
。

（
19
）　

彦
根
正
三
編
『
改
正
官
員
録
』（
博
公
書
院　

明
治
十
六
〜
明
治
二
十
五
年
）
参
照

W
EB

：
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

http://kindai.ndl.go.jp/

search/searchResult?title=%
2F%
22%

E6%
94%

B9%
E6%

A
D

%
A
3%

E5%
A

E%
98%

E5%
93%

A
1%

E9%
8C

%
B2%
22%
2F&

publisherO
p=&

pageN
o=1&

viewRestricted



曽
山
幸
彦
と
浅
井
忠
が
描
い
た
『
婦
女
鑑
』
の
西
洋
訓
話
挿
画

一
六
九

List=&
facetO

penedN
odeIds=&

titleO
p=&

detailSearchTypeN
o=K&

publisher=%

2F%
22%

E5%
8D

%
9A

%
E5%
85%

AC
%

E6%
9B%

B8%
E9%
99%

A
2%
22%
2F　

閲
覧

年
月
日
、
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日
。

（
20
）　
（
註
18
）
前
掲
書
、『
近
代
日
本
美
術
教
育
の
研
究　

│
明
治
・
大
正
時
代
│
』、

二
百
三
頁
。

（
21
）　
（
註
18
）
前
掲
書
、『
建
築
雑
誌
』、
二
十
九
頁
。

（
22
）　
（
註
18
）
前
掲
書
、『
油
絵
初
学
』
二
百
四
十
七
〜
二
百
九
十
頁
。『
近
代
日
本
美
術

教
育
の
研
究　

│
明
治
・
大
正
時
代
│
』
百
八
十
〜
二
百
十
三
頁
。

（
23
）　
（
註
19
）
前
掲
書
、『
改
正
官
員
録
』
明
治
十
九
年
上
一
月
を
参
照
。

（
24
）　
『
帝
国
大
学
一
覧
』（
帝
国
大
学　

明
治
十
九
年
〜
二
十
一
年
）
参
照W

EB

：
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 　

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/813163,  

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/813164　

閲
覧
年
月
日
、平
成
二
十
七
年
十
月
七
日
。

（
25
）　
「
帝
国
大
学
令
」『
学
制
百
年
史
』
資
料
編
（
文
部
省　

昭
和
四
十
七
年
十
月
）、

百
五
十
二
頁
。

（
26
）　
（
註
８
）
前
掲
書
、
追
加
第
二
十
四
号
「
婦
女
鑑
帝
室
備
品
請
求
證
其
他
」
の
明
治

十
九
年
三
月
二
十
日
付
「
帝
室
備
品
請
求
證
」
の
次
頁
に
、「
婦
女
鑑
挿
画
内
訳
」
が

綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
27
）　
（
註
26
）
前
掲
書
、「
婦
女
鑑
挿
画
内
訳
」
の
次
頁
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
文
書
。

（
28
）　
（
註
９
）
前
掲
書
、
明
治
十
九
年
五
月
二
十
六
日
「
画
料　

曽
山
分　

浅
井
分　

狩

野
分　

調
度
局
ヨ
リ
本
人
ヘ
渡
ス
」。

（
29
）　
「
奥
田
象
三
君
」『
大
日
本
人
物
名
鑑
』
巻
四
の
一
（
ル
ー
ブ
ル
社　

大
正
十
〜
十
一

年
）、
二
百
五
十
〜
二
百
五
十
一
頁
。

（
30
）　

寺
岡
寿
一
『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
』
第
五
巻
（
寺
岡
書
洞　

昭
和
五
十
五

年
三
月
）、
百
二
十
一
、三
百
二
十
八
頁
。『
明
治
初
期
の
官
員
録
・
職
員
録
』
第
六
巻

（
寺
岡
書
洞　

昭
和
五
十
六
年
二
月
）、
百
四
十
四
頁
。 

（
31
）　Sasaki Takanori, The Calendar O

f The Im
perial College O

f Engineering,Kobu-

D
ai-Gakko,Tokio For 1885-86. （�

e C
ollege Press, 1885

）﹇Reprinted by Kessinger 

Publishing, LLC
, 2010. pp. 15.

﹈
奥
田
象
三
も
曽
山
幸
彦
も“A

dm
inistrative Staff ”

の“M
useum

 Keeper ”

と
記
さ
れ
て
い
て
、
奥
田
は
曽
山
の
上
司
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
曽
山
の
名
は
「
さ
ち
ひ
こ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　
（
註
５
）
前
掲
書
、「『
婦
女
鑑
』
に
関
す
る
研
究　

草
稿
本
の
検
討
を
中
心
に
し
て
」

八
十
九
〜
九
十
三
頁
。「『
婦
女
鑑
』
の
成
立
事
情
と
徳
目
構
成　

│
編
纂
稿
本
と
刊
本

の
検
討
を
中
心
に
│
」
百
九
十
四
〜
百
九
十
五
頁
。

（
33
）　
（
註
５
）
前
掲
書
、「『
婦
女
鑑
』
の
成
立
事
情
と
徳
目
構
成　

│
編
纂
稿
本
と
刊
本

の
検
討
を
中
心
に
│
」
百
九
十
四
頁
。

（
34
）　

石
井
柏
亭
「
浅
井
忠
年
譜
」『
浅
井
忠
』（
芸
艸
堂　

昭
和
四
年
十
一
月
）、

百
六
十
五
〜
百
七
十
五
頁
。
隈
元
謙
次
郎
「
浅
井
忠
略
年
譜
」『
浅
井
忠
』（
昭
和

四
十
五
年
六
月　

日
本
経
済
新
聞
社
）、
五
十
五
〜
五
十
九
頁
。（
註
18
）
前
掲
書
、

『
油
絵
初
学
』、
二
百
六
十
二
〜
二
百
六
十
四
頁
。「
年
譜
」『
│
没
後
90
年
記
念
│　

浅

井
忠
展
』（
京
都
新
聞
社　

平
成
十
年
）、
二
百
五
十
四
〜
二
百
七
十
一
頁
。「
関
連
年

表
」『
浅
井
忠
と
関
西
美
術
院
展
』（
府
中
市
美
術
館
、
京
都
市
美
術
館
、
京
都
新
聞
社

平
成
十
八
年
）、
二
百
十
〜
二
百
十
七
頁
。

（
35
）　

高
橋
在
久
『
浅
井
忠
へ
の
旅
』（
未
来
社　

昭
和
五
十
九
年
十
一
月
）、
二
十
七
頁
。

（
註
34
）
前
掲
書
、『
│
没
後
90
年
記
念
│　

浅
井
忠
展
』、
二
百
五
十
五
頁
。

（
36
）　
（
註
９
）
前
掲
書
、
曽
山
幸
彦
は
明
治
二
十
年
三
月
五
日
に
訓
話
の
題
名
「
羅ロ

ー
ラ拉

」

と
、
明
治
二
十
年
四
月
二
十
七
日
に
訓
話
の
題
名
「
哥コ

爾ル

涅ネ

利リ

」
の
あ
わ
せ
て
二
図
の

描
き
直
し
を
命
じ
ら
れ
る
。

（
37
）　
（
註
９
）
前
掲
書
、
明
治
十
九
年
六
月
二
十
二
日
「
曽
山
ヘ
達
ス　

四
五
六
三
冊
草

稿
渡
ス　

九
月
十
日
頃
迄
ニ
十
枚
出
来
ノ
約
」。

（
38
）　
（
註
18
）
前
掲
書
、『
近
代
日
本
美
術
教
育
の
研
究　

│
明
治
・
大
正
時
代
│
』

百
七
十
五
〜
百
七
十
九
頁
。

図
版
出
典

【
図
１
】、【
図
２
】、【
図
６
】、【
図
18
】
は
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
。

【
図
３
】
〜
【
図
５
】、【
図
７
】
〜
【
図
17
】、【
図
20
】
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
。

【
図
19
】
は
、
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学
専
攻
。


